
 

 

 

 

 

 

 

事務所を移転いたします            2022年 2月 28日～ 

この度、倉敷市中島 249-13へ移転いたします。新事務所は、
倉敷駅より西に約 4ｋｍ国道 429号線沿いの左手になります。
近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。移転を機に、心
を新たにして努力する覚悟でおりますので今後とも一層のご指
導ご鞭撻を賜わりますようお願い申し上げます。 
 

大口・多頻度割引の割引率          令和５年 3月末迄延長 

大口・多頻度割引の車両単位割引の 10％拡充措置について、国土交

通省より令和４年 3月末迄の予定実施が、令和５年３月末迄長する旨

の方針が示され、割引率も、現行のままとなっております。 
車両単位割引率（高速国道・一般有料道路ともに） 

割引率の（）はＥＴＣ2.0を使用する事業車両に限り適用される割引率 

自動車 1台毎 1カ月の高速国道等のご利用額 割引率 

５千円を超え、１万円までの部分 
１万円を超え、３万円までの部分 
３万円を超える部分 

１０％（２０％） 
２０％（３０％） 
３０％（４０％） 

 

首都高速道路の料金について       2022年 4月 1日～ 

上限料金の見直しと合わせて、大口・多頻度割引について、更なる拡
充(2026年 3月末までの措置)を行うとともに、深夜割引を新たに
導入いたします。https://www.shutoko.jp/fee/fee-info/2022fee/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETCコーポレートカード     交換期限 27年 3月 

【交換期限 27年 3月】のカードを発送致しました。こち

らのカードはカード番号が変更になっておりますが、す

ぐにご利用可能ですので、【交換期限 22年 3月】のカ

ードと交換していただき、旧カードは、ハサミを入れずに

当組合へ 3/15迄に返却をお願い致します。 

なお、２０２１年１０月以降に発送（追加/入替申請）致しま

した交換期限 27年 3月のカードは、新たに発行され

ませんので、交換期限 27年 3月を確認し、ご利用をお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

労基情報    ～『 シフト制 』の留意事項について～ 

人手不足や労働者のニーズの多様化等を背景として、

パートタイム労働者やアルバイトを中心に、労働日や労働

時間を一定期間ごとに調整し、特定するような働き方が

取り入れられています。 

このような働き方には、その時々の事情に応じて柔軟

に労働日・労働時間を設定できるという点で労使双方に

メリットがあり得る一方、使用者の都合で労働日がほと

んど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日

数が設定されることにより、労働紛争が発生することも

あります。 

労働紛争を未然に防止し、上記のような形態を労使双

方にとってメリットのあるものとするため、現行の労働

関係法令等に照らして使用者が留意すべき事項をとり

まとめましたので、使用者においては当該事項を踏まえ

て、適切な雇用管理を行っていただくようお願いします。

※詳細はこちら 

（厚生労働省ＨＰ） 

 

 

 

 

【雑感】コーポレートカード更新/移転準備と本年は、バ

タバタと慌ただしく過ごしております。こういう忙しい時

にはより、「協力」って大変ありがたいとしみじみ感じま

す。北京オリンピックでは、日本人の活躍、そして、出場

されている選手の姿を拝見すると、すごく、力が湧いて

きます。オリンピックで、勇気をもらい、新事務所の移転

にむけ、頑張ります！！ 

MONTHLY 

SETOUCHI 

 

 

 

２０２２年２月１７日発行 

 

 

 

組合員様名 

カード番号 

車  番 

ETC普通車深夜料金 

https://www.shutoko.jp/fee/fee-info/2022fee/

